
申申し込み　問問い合わせ

清
掃
工
場
を
休
日
開
場
し
ま
す

　

現
在
、
休
日
の
清
掃
工
場
へ
の
ご

み
自
己
搬
入
は
、
月
火
曜
の
祝
日
に

受
け
入
れ
中
。
こ
れ
に
加
え
て
次
の

日
程
で
休
日
開
場
し
ま
す
。

日
時
＝
４
月
12
日
㈰
・
５
月
６
日
㈬
、

８
時
30
分
〜
11
時
45
分
・
13
時
〜
16

時
30
分

会
場
＝
六
供
清
掃
工
場
、
荻
窪
清
掃

工
場
（
５
月
６
日
㈬
は
富
士
見
ク
リ

ー
ン
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
も
開
場
）

問
清
掃
施
設
課

☎
０
２
７
‐
２
２
３
‐
５
３
０
０

職
業
・
産
業
調
査
に
協
力
を

　

厚
生
労
働
省
で
は
毎
年
、
人
口
動

態
調
査
を
実
施
。
こ
の
調
査
は
、
出

生
・
死
亡
・
死
産
・
婚
姻
な
ど
の
各

届
出
書
を
基
に
、
出
生
や
死
亡
の
状

況
な
ど
を
調
べ
る
も
の
で
す
。
国
勢

調
査
が
実
施
さ
れ
る
来
年
度
は
、
各

届
出
書
の
職
業
欄
へ
の
記
入
が
必
要

に
。
ま
た
、
死
亡
届
に
は
、
産
業
欄

へ
の
記
入
も
必
要
に
な
り
ま
す
。
調

査
結
果
は
、
今
後
の
厚
生
労
働
行
政

の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用
。
調
査
に

金
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
４
９

第
三
者
行
為
の
治
療
は
届
け
出
を

　

車
や
自
転
車
な
ど
の
交
通
事
故

や
、
他
人
の
飼
っ
て
い
る
動
物
に
よ

る
け
が
な
ど
、
第
三
者
の
行
為
が
原

因
の
傷
病
で
保
険
証
を
使
用
し
治
療

を
受
け
た
場
合
は
、
届
け
出
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
犯
罪
行
為
に
よ
る
も

の
や
故
意
に
し
た
傷
病
、
労
災
事
故

な
ど
は
健
康
保
険
が
使
え
な
い
た

め
、
第
三
者
行
為
で
な
く
て
も
届
け

出
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
医

療
機
関
か
ら
提
出
さ
れ
た
診
療
報
酬

明
細
書
の
内
容
か
ら
、
第
三
者
行
為

の
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
場
合

は
、
傷
病
の
原
因
を
確
認
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
４
９

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

期
日
＝
４
月
１
日
㈬
〜
来
年
３
月
31

日
㈬

問
保
健
総
務
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
８
１

互
換
性
バ
ッ
テ
リ
ー
火
災
に
注
意

　

互
換
性
（
非
純
正
品
）
バ
ッ
テ
リ

ー
を
取
り
付
け
た
電
化
製
品
の
火
災

が
全
国
的
に
急
増
。
火
災
の
多
く
は

粗
悪
な
製
品
の
使
用
や
バ
ッ
テ
リ
ー

に
傷
が
つ
く
こ
と
で
発
生
し
て
い
ま

す
。
充
電
で
き
な
い
、
膨
ら
ん
で
い

る
、
発
熱
し
て
い
る
な
ど
の
異
常
を

感
じ
た
ら
使
用
を
や
め
、
販
売
事
業

者
や
製
造
・
輸
入
業
者
に
相

談
し
ま
し
ょ
う
。

問
予
防
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
４
５
０
７

国
保
の
一
部
負
担
金
を
減
免

　

失
業
や
災
害
な
ど
の
理
由
で
収
入

が
一
時
的
に
減
少
し
、
今
後
の
医
療

費
の
支
払
い
が
困
難
な
場
合
は
、
申

請
で
一
部
負
担
金
の
支
払
い
を
減
免

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
申
請
か
ら

減
免
決
定
ま
で
は
一
定
期
間
か
か
り

ま
す
。
す
で
に
支
払
っ
た
一
部
負
担

く
ら
し
の
情
報

本
庁
・
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー	

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

K'BIX

元
気
21
ま
え
ば
し
証
明
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー	

10
時
〜
19
時

窓 口
業務時間

お
知
ら
せ

外
国
人
の
専
門
相
談
を
受
け
付
け

　

週
２
回
開
設
し
て
い
る
在
住
外
国

人
の
た
め
の
相
談
窓
口
で
、
東
京
出

入
国
在
留
管
理
局
職
員
に
よ
る
専
門

相
談
を
実
施
し
ま
す
。
出
入
国
の
手

続
き
や
在
留
資
格
の
変
更
な
ど
に
つ

い
て
直
接
相
談
で
き
ま
す
。
専
門
相

談
は
事
前
予
約
優
先
で
す
。
英
語
、

中
国
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
、
ベ
ト
ナ
ム
語
に
対
応
し
て
い

ま
す
。
周
り
の
外
国
人
に
も
お
知
ら

せ
を
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

日
時
＝
３
月
26
日
㈭
10
時
〜
13
時

会
場
＝
市
役
所

申
文
化
国
際
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
５
１
６
へ

子
ど
も
の
受
給
資
格
者
証
を
更
新

　

４
月
か
ら
小
中
学
校
に
入
学
す
る

子
ど
も
福
祉
医
療
費
受
給
資
格
者

に
、
新
た
な
受
給
資
格
者
証
を
３
月

中
旬
に
発
送
し
ま
す
。
４
月
以
降
に

医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
は
、
健
康

保
険
証
と
併
せ
て
新
た
な
受
給
資
格

者
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
一
人

親
家
庭
や
重
度
の
障
害
に
よ
り
認
定

さ
れ
て
い
る
人
は
、
現
在
持
っ
て
い

る
受
給
資
格
者
証
を
使
用
し
て
く
だ

さ
い
。

●
保
険
証
が
変
わ
っ
た
ら
届
け
出
を

　

福
祉
医
療
費
受
給
者
の
健
康
保
険

証
が
新
し
く
な
っ
た
場
合
は
市
へ
の

届
け
出
が
必
要
で
す
。
受
給
資
格
者

証
の
切
り
取
り
部
分
に
記
載
の
保
険

情
報
が
現
在
使
っ
て
い
る
健
康
保
険

証
と
異
な
る
場
合
は
、
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。
届
け
出
は
市
役
所
23
番
窓

口
か
大
胡
・
宮
城
・
粕
川
・
富
士
見
支

所
へ
。
郵
送
で
の
届
け
出
を
希
望
す

る
場
合
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
給
付
金
が
支
給
さ
れ
た
ら
連
絡
を

　

福
祉
医
療
費
受
給
者
の
保
険
診
療

の
自
己
負
担
分
は
市
が
賄
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
加
入
中
の
健
康
保

険
か
ら
高
額
療
養
費
な
ど
の
給
付
金

が
支
給
さ
れ
た
場
合
は
市
へ
返
還
が

必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
該

当
す
る
と
き
は
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
５
３

身
近
な
季
節
の
変
化
報
告
し
て

　

サ
ク
ラ
と
ツ
バ
メ
の
調
査
を
実

施
。
市
内
で
確
認
さ
れ
た
サ
ク
ラ
の

開
花
日
と
満
開
日
、
ツ
バ
メ
の
初
見

日
や
巣
の
場
所
な
ど
を
調
査
票
に
記

入
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

調
査
票
の
配
布
＝
市
役
所
環
境
政
策

課
で
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き

ま
す

申
サ
ク
ラ
は
４
月
30
日
㈭
、
ツ
バ
メ

は
８
月
11
日
㈫
ま
で
に
郵
送
で
。
市

役
所
環
境
政
策
課
（
☎
０
２
７
‐
８

９
８
‐
６
２
９
２
）
へ

職
員
採
用
試
験
や
業
務
を
紹
介

　

本
市
職
員
採
用
試
験
の
受
験
予
定

者
を
対
象
に
、採
用
説
明
会
を
開
催
。

市
の
業
務
な
ど
の
概
要
説
明
の
他
、

先
輩
職
員
と
の
座
談
会
な
ど
を
行
い

ま
す
。

日
時
＝
❶
４
月
23
日
㈭
10
時
〜
12
時

❷
24
日
㈮
14
時
〜
16
時

会
場
＝K'BIX

元
気
21
ま
え
ば
し

（
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
）

対
象
＝
来
年
度
の
本
市
職
員
採
用
試

験
受
験
予
定
者
、
先
着
各
80
人

申
４
月
３
日
㈮
９
時
〜
14
日
㈫
17
時

に
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

問
職
員
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
５
０
３

関越交通の一部バス路線で
ＩＣカードが使えるように

　４月１日㈬から、市内を走る関越交
通の一部バス路線で交通系ICカードが
利用できるように。地域公共交通網形
成計画に基づき、誰もが利用しやすい
公共交通を目指します。詳しくは本市
ホームページをご覧ください。
問 交通政策課
☎027-898-6238

●
県
児
童
館
連
絡
協
議
会
、
全

国
共
済
農
業
協
同
組
合
連
合
会

県
本
部
＝
25
万
円
を
児
童
館
図

書
購
入
な
ど
の
た
め
に

法律事務所からの督促状
事例　法律事務所から圧着式のハガキで督促状が届
きました。「Ａ病院での２年前の治療費４万8,000円」
と記されています。確かにＡ病院で治療を受けまし
たが、日時は覚えていません。架空請求ハガキなので
しょうか。
回答　調べたところ、その法律事務所は実在する事
務所で、医療費の未収金回収業務を行っている事務
所だと分かりました。Ａ病院に、その事務所に業務
を委託しているか確認し、自身の治療記録や支払い
状況についても確認しましょう。最近では、携帯料
金や通信料金なども、実在の法律事務所から督促状
が届く場合があります。法律事務所をかたる架空請
求ハガキも出回っており、判断は容易ではありませ
ん。不審に思ったときは相談してください。
問 消費生活センター　☎ 027-230-1755

消費者の豆知識
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